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コ 
 

ー 
 

ト 

第 

一 

條
じ
ょ
う 

コ
ー
ト
は
左．

（
下
）

の
如ご

と

く
規
定
す
。
（注 

一
呎

ふ
ぃ
ー
と=

十
二
吋

い
ん
ち

、

一
吋=

2
.5
4
c
m

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 
第 
二 
條 

ラ
イ
ン
の
巾
は

一
吋
乃
至

な

い

し

一
吋
半
に
し
て
白
線
又
は
黒
線
を
以も

っ

て
す
。 

第 

三 
条 

ポ
ー
ル
は
高
さ
五
呎

一
吋
ネ
ツ
ト
を
保

つ
だ
け
の
力
を
有
す
る
事
。 

第 

四 

條 
ネ
ツ
ト
は
四
分
の
三
呎
乃
至

一
呎
角

の
網
目
と
為
し
シ
ナ
ヤ
カ
な
る
紐
を
以
て
作
ら
れ
兩
側
の

ポ
ー
ル
の
位
置
に
従
ひ
て
長
さ
二
〇
呎
乃
至
二
四
呎
巾
二
呎
半
た
る
事
、
ネ
ツ
ト
の
高
さ
は
中
心
に
於
て

五
呎
ポ
―

ル
に
於
て
五
呎

一
吋
に
し
て
巾
三
吋

の
白
き
帯

（
二
重
）
を
以
て
縁
を
付
け
其

の
中
に
紐
を
通

し
之こ

れ

を
ポ
ー
ル
に
か
け
て
強
く
張
る
。 

第 

五 

條 

シ
ヤ
ツ
ト
ル
コ
ツ
ク

（
鳥

球

ち
ょ
う
き
ゅ
う

） 

屋
外
用
鳥
球
は
重
さ

「
一
匁

も
ん
め

八
分ぶ

」
乃
至

「
二
匁

一
分
」
に
し
て
直
径

一
吋
乃
至

一
吋
半
の
コ
ル
ク
に

ゴ
ム
を
覆お

お

い

一
六
枚

の
羽
毛
を
附
し
た
る
も
の
と
す
、
羽
毛
は
長
さ
各

「
二
吋
半
」
「
二
吋
六
五
」
に
し

て
上
部
に
於
て
巾

「
二
吋
七
五
」
の
程
度
に
拡
が
リ

コ
ル
ク
よ
り
約

一
吋

の
個
所
に
て
紐
を
以
て
堅
く
結

ぶ
屋
内
用
目
方

一
匁

一
分
乃
至

一
匁
三
分
と
し

一
吋
乃
至

一
吋
半

の
コ
ル
ク
に
皮
を
覆
ひ
た
る
も
の
と

す
、
其
他
屋
外
用
と
同
じ
。
（注 

一
匁=

3
.7
5
g

） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

審 
 

 
 

 

判 

第 

六 

條 

審
判
者
は
對
抗

た

い
こ
う

試
合

の
場
合
は
双
方

の
キ
ヤ
プ
テ
ン
合
義

の
上
、
大
會

た

い
か
い

に
あ
り
て
は
其

の
委
員

之
を
定
む
。 

   

第 

七 

條 

審
判
者
は
プ

レ
ー
ヤ
ー
以
外
の
第
三
者
た
る
べ
し
、
審
判
者
は
ラ
イ
ン

・
キ
ー
パ
ー
を
命
ず
る

こ
と
を
得
。 

第 

八 

條 

正
審
は
本
規
則
に
よ
り
競
技
の
進
行
を

掌
つ
か
さ
ど

る
。 

第 

九 

條 

シ
ヤ
ツ
ト
ル
コ
ツ
ク
の
イ
ン
又
は
ア
ウ
ト
は
ラ
イ
ン
を
イ
ン
と
見
倣

み

な

し
て
そ
の
落
下
點て

ん

を
以
て 

判
定
す
べ
し
、
サ
ー
ヴ
イ
ス
の
場
合
又
然
り
。 

ゲ 
 

ー 
 

ム 

第 

十 

條 

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
二
人
を
以
て

一
組
と
す
。 

第
十

一
條 

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
互
に
ネ
ツ
ト
に
対
し
反
對
側
に
立

つ
べ
し
、
ゲ
ー
ム
に
際
し
最
初
に
鳥
球
を
打 

ち
出
す
側
を
サ
ー
ヴ
ア
ー
と
稱

し
ょ
う

し
他
を
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
と
稱
す
。 

第
十
二
條 

ゲ
ー
ム
開
始
に
當あ

た

リ
サ
イ
ド
ま
た
は
サ
ー
ヴ
イ
ス
も
し
く
は
レ
シ
ー
ブ

の
選
擇

せ
ん
た
く

は
ト
ツ
ス
に
よ 

り
て
之
を
定
む
、
ト
ツ
ス
の
勝
者
サ
ー
ヴ
イ
ス
も
し
く
は
レ
シ
ー
プ
を
選
び
た
る
時
は
他
者
は
サ
イ
ド
を 

選
ぶ
勝
者
サ
イ
ド
を
選
び
た
る
時
は
他
者
サ
ー
ヴ
イ
ス
又
は
レ
シ
ー
プ
を
選
ぶ
べ
し
。 

第
十
三
條 

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
正
審

の

「
レ
デ
イ
ー
」
に
よ
り
各
自
そ
の
採
る
べ
き
位
置
に

つ
き

「プ
レ
ー
」 

に
よ
リ
ゲ
ー
ム
を
開
始
す
。 

第
十
四
條 

得と
く

點て
ん

は
最
初

の
サ
ー
ヴ
イ
ス
サ
イ
ド
よ
り
之
を
數か

ぞ

ふ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 
第
十
五
條 

一
ゲ
ー
ム
の
勝
負
は

一
方
か
早
く
十
五
點
を
得
た
る
時
に
こ
れ
を
決
す
、
但
し
双
方
十
四
點
宛あ

て 
を
得
た
る
時
は
そ
の
後 

何い
ず

れ
か
が
先
に
三
點
を
勝
ち
得
た
る
時
勝
負
を
決
す
る
も
の
と
す
。 

第
十
六
條 
勝
負
は
五
ゲ
ー
ム
を
以
て
試
合
に
於
け
る
最
大
限
度
と
す
、
但
し
女
子
又
は
女
子
の
参
加
す
る 

場
合
に
は
三
ゲ
ー
ム
を
限
度
と
す
。 

第
十
七
條 

使
用
ラ
ケ

ッ
ト
は

一
本
と
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

サ

ー

ヴ

イ

ス 

第
十
八
條 

サ
ー
ヴ
イ
ス
は
腰
よ
り
上
部
に
於
て
な
す
こ
と
を
許
さ
ず
、
こ
れ
に
違
反
せ
る
時
は
フ
オ
ー
ル 

ト
と
な
す
。 

第
十
九
條 

サ
ー
ヴ
イ
ス
は
之
を
為
す
の
意
志
を
以
て
手
よ
り
鳥
球
を
離
し
た
る
時
に
始
ま
り
地
上
に
落
ち 

ざ
る
前
に
ラ
ケ
ツ
ト
を
以
て
之
を
打
ち
し
瞬
間
に
終
る
も
の
と
す
。 

第
二
十
條 

サ
ー
ヴ
イ
ス
は
ネ
ツ
ト
に
向

つ
て
右
側
よ
り
始
め
對た

い

角
線

か
く
せ
ん

上
に
あ
る
サ
ー
ヴ
イ
ス

・
ボ
ツ
ク
ス 

の
内
に
入
る
べ
く
打
た
る
ゝ
も
の
と
す
。 

 
 
 
 

・ 

第
二
十

一
條 

サ
ー
ヴ
イ
ス
は
シ
ョ
ー
ト
サ
ー
ヴ
イ
ス
ラ
イ
ン
と

ロ
ン
グ
サ
ー
ヴ
イ
ス
ラ
イ
ン
と
並
に
セ
ン 

タ
ー
ラ
イ
ン
及
び
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
何
れ
の
個
所
よ
り
す
る
も
可
、
但
し
片
足
た
り
と
も
ラ
イ
ン
の 

上
乃
至
外
に
あ
る
時
は
ラ
イ
ン
外
に
て
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
な
し
た
る
も
の
と
看
倣
さ
れ
フ
オ
ー
ル
ト
と
な 

る
。 

 

第
二
十
二
條 

サ
ー
ヴ
イ
ス
の
順
序 

１ 

２ 

３ 

４ 

は

コ
ー
ト 

 

イ 

ロ 
ニ 
ハ 

は
プ
レ
ー
ヤ
ー 

  

先ま

づず

１
の
コ
ー
ト
よ
り

「
イ
」
サ
ー
ヴ
を
開
始
す
る
と
し
て
不
幸
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
失
敗
又
は 

サ
ー
ヴ
イ
ス 

は
成
功
せ
る
も
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
に
敗
れ
た
る
場
合
に
は
次
の
サ
ー
ヴ
イ
ス
は 

３
の
コ
ー
ト
に
居
る

「
ハ
」 

之
を
行

お
こ
な

ふう

、
「
ハ
」
も
又

「
イ
」
同
様
失
策
せ
る
時
は
４
の 

コ
ー
ト
に
居
る

「
ニ
」
に
還か

え

る
、
右

の
如
く
次

々
に
失
策
せ
る
と
せ
ば
順
序
は
最
初
よ
り
示
せ
ば

コ
ー 

ト
順
次
の
如
し
。 

 

１ 

３ 

４ 

１ 

２ 

３ 

４ 

１ 

２ 

３ 

４ 

次
に

一
例
を
示
せ
ば
、
今

の
１
の
コ
ー
ト
よ
り

「
イ
」
サ
ー
ヴ
し
得
點
せ
る
と
き
は

「
イ
」
は

「
ロ
」

と
入
れ
替
り
て
２
の
コ
ー
ト
よ
リ
サ
ー
ヴ
を
な
す
、
若
し
こ
の
サ
ー
ヴ
得
點
に
な
ら
ざ
り
し
時
は
次
の

サ
ー
ヴ
イ
ス
は
反
對

は
ん
た

い

側
の
３
の
コ
ー
ト
に
在
る

「
ハ
」
之
を
行
ふ
、
「
ハ
」
の
サ
ー
ヴ
イ
ス
失
策
せ
る
時

は

「
ニ
」
之
を
行
ふ
、
次
は
１
の
コ
ー
ト
の
者
サ
ー
ヴ
イ
ス
の
順
と
な
る
、
即
ち
最
初
は
サ
ー
ヴ
イ
ス

を
初
め
し
側
は

一
人
の
み
サ
ー
ヴ
を
行
ひ
反
対
側
に
サ
ー
ヴ

の
う

つ
り
し
後
は
片
側
必
ず
二
人
共
サ
ー

ヴ
を
行
ひ
二
人
其そ

れ

失
策
せ
る
時
反
對
側
に
サ
ー
ヴ
イ
ス
が
移．

（う

つ
）
る
、
右．

（
以
上
）

の
如
く
其
後

は
各
側
必
ず
二
人
共
サ
ー
ヴ
を
了
し
て
後
に
反
對
側
に
う

つ
る
も
の
と
す
。 

而
し
こ
う

し
て
反
對
側
に
サ
ー
プ

の
う

つ
り
し
時
は
そ
の
時

の
サ
ー
ヴ
イ
ス
は
必
ず
右
側
よ
り
之
を
行

お
こ
な

ふう

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 

ﾊ 

３  

ﾆ 

４  

２  

ﾛ 

１  

ｲ 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 
第
二
十
三
條 

得
點
は
必
ず
サ
ー
ヴ
イ
ス
側
の
エ
ー
ス
の
み
に
數

へ
ら
る
、
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
の
勝
ち
た
る
時 

は
得
點
に
な
ら
ず
し
て
サ
ー
ヴ
イ
ス
の
権
利
を
得
る
段
程
と
す
。 

第
二
十
四
條 
サ
ー
ヴ
イ
ス
は

一
打

の
み
と
す
、
但
し
空
振

か
ら
ぶ
り

の
場
合
は
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
や
り
直
す
こ
と
を
得
。 

第
二
十
五
條 
エ
ー
ス
を
得
た
る
側
は
次
の
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
得
る
も
の
と
す
、
而
し
て
サ
ー
ヴ
イ
ス
は
同

一 

人
が

エ
ー
ス
を
獲え

て
居
る
間
は
連
續

れ
ん
ぞ
く

之
を
行
ふ
も
の
と
す
。 

第
二
十
六
條 

次
の
場
合
は
フ
オ
ー
ル
ト
と
な
す
。 

一
、
サ
ー
ヴ
イ
ス
が
オ
ー
バ
ー

ハ
ン
ド
な
り
し
時
。 

（鳥
球
を
若
し
腰
よ
り
高

い
處

と
こ
ろ

に
て
打
ち
た
る
時
は
オ
ー
バ
ー

ハ
ン
ド
と
看
倣
す
） 

二
、
サ
ー
ヴ
イ
ス
せ
る
鳥
球
か
違

っ
た

「
ハ
ー
フ
コ
ー
ト
」
に
落
ち
た
る
場
合｡

 

三
、
サ
ー
ザ
イ
ス
の
終
る
迄
サ
ー
ヴ
ア
ー
の
足
が
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
為
さ
ん
と
す
る

コ
ー
ト
内
に
在
ら
ざ

る
時
若も

し

く
は
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
の
足
が
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
の
終
る
迄
レ
シ
ー
ブ
す
べ
き

コ
ー
ト
内
に
在

ら
ざ
る
時｡

 

四
、
サ
ー
ヴ
イ
ス
の
時
ア
ム
パ
イ
ヤ
ー
の
意
見
と
し
て

「
サ
ー
ヴ
イ
ス
」
若
く
は
其

の
組
む
者
が
敵
を
瞞だ

ま

し
若
く
に
邪
魔

じ

ゃ

ま

し
た
る
時｡

 

五
、
サ
ー
ヴ
イ
ス
の
時
若
し
く
は
試
合

の
最
中
に
鳥
球
が
ラ
イ
ン
外
に
落
ち
、
ネ
ツ
ト
を
潜
リ
ネ
ツ
ト 

   

の
下
を
通
り
亦
は
側
に
居
る
人
或

あ
る
い

は
他
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
着
物
に
觸ふ

れ
た
る
時
、
鳥
球

の
ラ
イ
ン

上
に
落
ち
た
る
も
の
は
セ
ー
フ
と
す
。 

六
、
鳥
球

の
進
行
中
受
返
す
べ
き
側
の
者
が
鳥
球
が
ネ
ツ
ト
を
越
す
前
に
之
れ
を
打
ち
た
る
時
、
但
し

打
ち
た
る
後
に
ラ
ヶ
ツ
ト
が
ネ
ツ
ト
を
越
す
場
合
は
差
支

へ
な
し
。 

註
、
鳥
球
は
サ
ー
ヴ
ア
ー
の
ラ
ケ
ツ
ト
に
て
打
た
れ
た
る
時
よ
り
地
面
、
人
又
は
プ
レ
ー
ャ
ー
の

着
物
に
觸
れ
若
く
フ
オ
ー
ル
ト
及
び
レ
ツ
ト
の
生
ず
る
迄
プ
レ
ー
さ
れ
居
る
も
の
と
看
倣
さ
る 

七
、
鳥
球
が
進
行
中
ブ

レ
ー
ヤ
ー
が
ラ
ケ
ツ
ト
に
て
ネ
ツ
ト
又
は
ポ
ー
ル
に
觸
れ
た
る
時｡

 

八
、
鳥
球
が
續

い
て
二
回
同
じ
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
依よ

り
て
打
た
れ
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
り
續つ

づ

い
て
打
た

れ
若
く
は
鳥
球
が

ハ
ツ
キ
リ
打
た
れ
ざ
り
し
時
。 

九
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
敵
を
妨
害
し
た
る
時｡

 

十
、
規
定
第
廿
九

に
じ
ゅ
う
く

條
が
犯
さ
れ
た
る
時
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

プ 
 

レ 
 

ー 

第
二
十
七
條 

サ
ー
ヴ
イ
ス
を
決
め
た
る
後
右
側
に
居
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
反
對
側
の
右
に
居
る
プ
レ
ー
ャ
ー 

に
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
初
む
る
こ
と
に
依
り
試
合
開
始
さ
る
。 

若
し

「
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
」
が
鳥
球

の
地
面
に
着
く
前
に
反か

え

す
時
は
イ
ン
サ
イ
ド
の

一
人
に
依
り
て
返
さ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

れ
次
に
ア
ウ
ト
サ
イ
ド
の

一
人
に
依
り
て
フ
オ
ー
ル
ト
と
な
る
迄
之
れ
を
継
續

け

い
ぞ
く

す
。 

若
し
フ
オ
ー
ル
ト
が
サ
ー
ヴ
ア
ー
の
側
に
依
り
て
為
さ
れ
た
る
時
は
サ
ー
ヴ
ア
ー
の
側
は
レ
シ
ー
ヴ
ア 

ー
と
な
る
然し

か

し
若
し
サ
ー
ヴ
イ
ス
が
返
さ
れ
ず
又
は
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
側
に
依
リ
フ
オ
ー
ル
ト
が
為
さ
れ 

し
時
は
サ
ー
ヴ
ア
ー
側
が

一
點
を
得｡

次
い
で
サ
ー
ヴ
ア
ー
側
は
互
に
他
の
半
分
の
コ
ー
ト
に
代
り
其 

の
結
果
サ
ー
ヴ
ア
ー
は
左
側
の
コ
ー
ト
よ
り
反
對
側
の
左
の
コ
ー
ト
に
居
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
サ
ー
ヴ
イ 

ス
す
る
事
と
な
る
。
何
方

ど

ち

ら

か
の
側
が
イ
ン
で
あ
る
間
は
サ
ー
ヴ
イ
ス
は
交
互
に
各
半
分
の
コ
ー
ト
か
ら 

對
角
線
上
に
あ
る
反
對
側
の
コ
ー
ト
に
向

つ
て
行
は
れ
點
が
加

へ
ら
れ
る
。

レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
は
レ
シ
ー 

ブ
す
る
に
當
り
必
ず
サ
ー
ヴ
イ
ス
ボ
ツ
ク
ス
内
に
兩
足

り
ょ
う
あ
し

を
留と

ど

め
、
少
く
と
も
片
足
を
地
面
に
置
く
こ
と
、 

萬ま
ん

一
い
ち

片
足
た
り
と
も
線
上
に
あ
れ
ば

コ
ー
ト
外
に
て
打
ち
た
る
も
の
と
看
倣
す
。
（ジ
ヤ
ン
プ
を
許
さ 

ず
）
サ
ー
ヴ
イ
ス
が
行
は
れ
た
る
後
は
サ
ー
ヴ
ア
ー
及
び
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
は
境
界
線
に
關
係

か
ん
け

い

無
く
ネ
ツ 

ト
を
境
と
し
て
如
何

い

か

な
る
位
置
如
何
な
る
ホ
ー
ム
を
採と

る
も
差
支

へ
無
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一

般

規

定 

第
二
十
八
條 

サ
ー
ヴ
ア
ー
は
相
手
方
が
レ
シ
ー
プ

の
用
意
を
す
る
迄
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
為
す
事
を
得
ず
。
但 

し
相
手
方
が
若
し
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
返
さ
ん
と
し
た
る
時
は
用
意
し
た
る
も
の
と
看
倣
さ
る
。 

第
二
十
九
條 

サ
ー
ヴ
ア
ー
及
び
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
は
各
片
方

の
コ
ー
ト
に
立

つ
べ
し
、
而
し
て
右
各
プ
レ
ー 

   

ヤ
ー
の
兩
足
の

一
部
分
は
サ
ー
ヴ
イ
ス
の
済
む
迄
地
面
に
付
け
居
る
事
を
要
す
。 

第
三
十
條 

サ
ー
ヴ
イ
ス
の
鳥
球
が
ネ
ツ
ト
に
觸
れ
て
サ
ー
ヴ
イ
ス
コ
ー
ト
に
達
し
た
る
時
は
レ
ツ
ト
と
成

る
、
然
し
打
合

の
最
中
に
は
こ
の
限
り
に
非
ず
、
返
球

の
時
鳥
球
が
兩
側
の
支
柱

の
外
側
を
通
り
又
は

反
對
側

コ
ー
ト
の
境
界
線
上
若
く
は
其

の
内
側
の
何
れ
の
部
分
に
落

つ
る
も
可
な
り
。 

ア
ン
バ
イ
ヤ
ー
は
又
予
期
せ
ざ
る
空
發
的
事
故
に
対
し
レ
ツ
ト
を
宣
告
す
る
事
を
得う

。 

第
三
十

一
條 

ブ

レ
ー
ヤ
ー
が
順
番
に
あ
ら
ず
し
て
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
為
し
又
は

コ
ー
ト
を
間
違

っ
て
他
の
コ

ー
ト
よ
リ
サ
ー
ヴ
イ
ス
し
て
得
點
し
た
る
時
は
レ
ツ
ト
と
な
る
、
但
し
レ
ツ
ト
の
要
求
は
次
の
サ
ー
ヴ

イ
ス
の
打
た
る

ヽ
前
に
為
さ
る

ヽ
事
を
要
す
。 

若
し
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
間
違

つ
た

コ
ー
ト
に
立
ち
て
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
受
け
其

の
方

の
側
が
點
を
取
り
し
時

は
レ
ツ
ト
と
な
る
。
但
し
こ
の
場
合

レ
ツ
ト
は
次
の
サ
ー
ヴ
イ
ス
が
打
た
る
ゝ
前
に
要
求
さ
る
ゝ
事
を

要
す｡

 

註
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
間
違

っ
て
サ
イ
ド
を
變
更

へ
ん
こ
う

す
べ
か
ら
ざ
る
時
に
変
更
し
、
其

の
間
違
ひ
が
次
の
サ

―
ヴ
イ
ス
の
打
た
る
ゝ
前
に
發
見
さ
れ
ざ
る
場
合
は
其

の
間
違
は
正
當
と
認
め
ら
れ
レ
ツ
ト
は
要
求
し

得
ず
。 

第
三
十
二
條 

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
フ
オ
ー
ル
ト
又
は
レ
ツ
ト
の
生
ぜ
し
時
ブ

レ
ー
ヤ
ー
よ
り
申
出
あ
る
と
否

と
を
不
問

と

わ

ず

之
を
宣
言
し
又
は
點
に

つ
き

争
あ
ら
そ
い

を
生
じ
之
れ
が
是
非

ぜ

ひ

を
問
は
れ
た
る
時
に
は
之
に
裁
決
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇 

与
ふ
る
の
義
務
を
有
す
。
但
し
そ
の
申
出
は
次
の
サ
ー
ヴ
イ
ス
の
打
た
る
ゝ
前
に
為
さ
る
ゝ
事
を
要
す
。

又
ア
ン
バ
イ
ヤ
ー
は
必
要
の
場
合
ラ
イ
ン
キ
ー
パ
ー
を
指
名
す
る
の
義
務
あ
り
。
但
し
主
審

の
選
ば
れ

あ
る
場
合
ア
ン
バ
イ
ヤ
ー
の
決
定
に
關か

ん

し
規
定
上
の
疑
義
生
ぜ
し
時
は
之
れ
が
裁
決
に
従
ふ
。 

               

「「「「
シ
ン
グ
ル
ス

・
ゲ
ー
ム

シ
ン
グ
ル
ス

・
ゲ
ー
ム

シ
ン
グ
ル
ス

・
ゲ
ー
ム

シ
ン
グ
ル
ス

・
ゲ
ー
ム
」」」」    

 
 

 
 

 
 

 
 

コ 
 

ー 
 

ト 

第
三
十
三
條 

コ
ー
ト
は
次
の
如
し
。 

 

第
三
十
四
條 

ゲ
ー
ム
は
上
記
規
定

の
適
用
を
受
く
、
但
し
以
下
の
場
合
を
除
く
。 

１ 

サ
ー
ヴ
ア
ー
の
得
點
が
零
の
時
若
く
は
試
合
中
に
偶
數

の
得
點
を
為
し
た
る
時
に
プ
レ
ー
ヤ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
二 

ー
は
右
半
分
の
コ
ー
ト
の
み
よ
リ
サ
ー
ヴ
イ
ス
し
又
は
レ
シ
ー
プ
し
若
し
サ
ー
ヴ
ア
ー
の
得
點 

が
奇
數
な
る
時
に
サ
ー
ヴ
ア
ー
は
左
半
分
の
コ
ー
ト
よ
リ
サ
ー
ヴ
イ
ス
し
又
は
レ
シ
ー
ブ
す
。 

２ 
兩
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
得
點
毎
に
半
分
宛

コ
ー
ト
を
代
り
同
じ
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
よ

つ
て
レ
シ
ー
ブ 

さ
れ
る
。 

第
三
十
五
條 

婦
人
シ
ン
グ

ル
ス

・
ゲ
ー
ム 

婦
人
シ
ン
グ

ル
ス

・
ゲ
ー
ム
は
十

一
點
と
す
、
而
し
て
十
點
オ
ー
ル
に
て
デ

ユ
ー
ス
と
な
り
三
點
先
取

の
も
の
勝
ち
を
得
る
こ
の
場
合
に
同
じ 

 
 

 
 

 
 

 
 

細 
 

 
 

 
則 

イ
、
サ
ー
ヴ
ア
ー
が
サ
ー
ヴ
イ
ス
を
為
さ
ん
と
し
て
鳥
球
が
ラ
ケ

ッ
ト
に
當
ら
ざ
る
と
も
失
敗
と
な
ら
ず
、

然
し
僅
か
な
り
と
も
羽
子

は

ね

が
ラ
ケ

ッ
ト
に
觸
れ
た
る
と
き
は
、
そ
れ
に
よ
リ
サ
ー
ヴ
イ
ス
が
打
た
れ
た

る
事
と
な
リ
サ
ー
ヴ
イ
ス
に
關
す
る
規
定
を
適
用
さ
れ
る
。 

ロ
、
甲
が
乙
に
サ
ー
ヴ
イ
ス
せ
し
時
鳥
球
が
乙
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
當
り
、
若
く
は
乙
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
打
た

れ
た
る
時
は
例
令

た

と

え

乙
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
外
に
立
ち
居
り
た
り
と
否
と
を
不
問

と

わ

ず

そ
の

事
に
よ
り
甲
は
得
點
と
な
る
。 

ハ
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
試
合
中
に
鳥
球
を
打
ち

（
そ
れ
が
グ
ツ
ド
レ
タ
ー
ン
さ
れ
ざ
る
場
合
）
又
は
鳥
球
が
プ 

    

レ
ー
ヤ
ー
に
當
り
し
時
は
境
界
線

の
内
と
外
を
不
問
フ
オ
ー
ル
ト
と
な
る
． 

ニ
、
サ
ー
ヴ

ィ
ス
の
時
鳥
球
が
ネ
ツ
ト
の

一
部
に
當
り
た
る
後
レ
シ
ー
ヴ

ァ
ー
が
之
を
打
ち
た
る
時
は
鳥
球

は
正
當
な

コ
ー
ト
に
落

つ
べ
か
り
し
も
の
と
看
倣
し
規
定
三
十
條
に
従
ひ
レ
ッ
ト
と
す
。 

ホ
、
サ
ー
ヴ
イ
ス
の
時
又
は
打
合
中
鳥
球
が
ネ
ツ
ト
を
越

へ
た
る
後
ネ
ツ
ト
に
挟は

さ

ま
り
又
は
ネ
ツ
ト
の
上
に

乗
り
し
時
は
レ
ツ
ト
と
す｡

 

へ
、
打
合
中
鳥
球
が
ネ
ツ
ト
の
中
若
く
は

コ
ー
ト
の
外
に
落
ち
た
る
後
レ
シ
ー
ヴ

ァ
ー
が
ラ
ケ

ッ
ト
に
て
ネ

ツ
ト
を
打
ち
又
は
体
を
ネ
ツ
ト
に
當
て
た
る
時
は
鳥
球
は
セ
ー
フ
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
失
點
と
な
ら
ず
。 

卜
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
は
鳥
球
が
ラ
ケ

ッ
ト
に
て
打
た
れ
し
時
よ
り
試
合
を
為
し

つ
ゝ
あ
る
總す

べ

て
の
人
を
云
ふ
。 

チ
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ネ
ツ
ト
の
近
く
に
て
ス
マ
ツ
シ
せ
ん
と
す
る
場
合
、
相
手
方
は
鳥
球
が
ラ
ケ

ッ
ト
か
ら
撥は

ね
反
る
時
ネ
ツ
ト
の
近
く
に
て
ラ
ケ

ッ
ト
を
高
く
上
ぐ
る
事
を
得
ず
。 

 

此
の
行
為
は
第
二
十
六
條

の
九
に
依
り
妨
害
と
看
倣
さ
る
、
然
し
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
自
分
の
顔
を
防
ぐ
た

め
相
手
方

の
妨
害
と
な
ら
ぎ
る
範
囲
内
に
於
て
ラ
ケ

ッ
ト
を
差
上
ぐ
る
こ
と
を
得｡

 

リ
、
不
正
打
法 

次
の
場
合
は
フ
オ
ー
ル
ト
と
す
。 

一
、

ス
ト

ロ
ー
ク
を
終
る
迄
に
鳥
球
が
ラ
ケ

ッ
ト
に
依
り
保
た
れ
し
場
合
、
即
ち
明
瞭
に
打
た
る

ヽ
代 

り
に
ラ
ケ

ッ
ト
に
乗
せ
て
振
投
げ
ら
れ
し
場
合
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四 

 
二
、
鳥
球

の
同

一
ケ
所
が
二
回
以
上
打
た
れ
し
時
、
但
し
次
は
除
外｡

 

Ａ 

鳥
球

の
台
と
羽
子
か
同
時
に
打
た
れ
し
時｡

 
Ｂ 
鳥
球
が
ラ
ケ

ッ
ト
の
何
れ
か
の
部
分
に
て
打
た
れ
た
る
時
。 

ヌ
、
規
定
第
二
十
六
條

の
三
は
サ
ー
ヴ
ア
ー
及
び
レ
シ
ー
ヴ
ア
ー
の
み
に
適
用
さ
る
各
パ
ー
ト
ナ
ー
は
相
手

方
を
妨
害
せ
ざ
る
限
り
如
何
な
る
位
置
を
取
る
も
可
な
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

以
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